
議案第１号 

意見の聴取について 

上記の議案を提出する。 

令和３年１月２８日 

提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

           意見の聴取について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく区長

からの意見の聴取について、区長原案に同意する。 

 

                記 

 

１ 令和３年度東京都板橋区一般会計予算 

２ 令和２年度東京都板橋区一般会計補正予算（第７号） 

３ 東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

４ 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 
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議案第１２号 

東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和３年２月１５日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

 東京都板橋区職員定数条例（昭和５０年板橋区条例第４３号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１項を次のように改める。 

  職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 区長の事務部局の職員             ３，１１５人 

  （うち２９２人は、福祉事務所の職員の定数とする。） 

 ⑵ 議会の事務部局の職員                １８人 

 ⑶ 教育委員会の事務部局の職員            １９５人 

⑷ 教育委員会の所管に属する学校の職員        １２６人 

  （うち６人は、幼稚園教諭の定数とする。） 

 ⑸ 選挙管理委員会の事務部局の職員           １１人 

 ⑹ 監査委員の事務部局の職員              １１人 

   合 計                    ３，４７６人 

   付 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

職員の定数を改定する必要がある。 
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議案第１３号 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和３年２月１５日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の服務の宣誓に関する条例（昭和３５年板橋区条例第１６号）の

一部を次のように改正する。 

 別記様式中「印」を削る。 

付 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

宣誓書の押印を廃止する必要がある。 


